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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針  

※健康日本２１（第三次）令和５年５月３１日厚生労働省告示第二百七号 

資料１２－１ 



 

 第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 

  二 都道府県の役割と都道府県健康増進計画 

 

 都道府県は、庁内の関連する部局が連携して都道府県健康増進計画を策定することとし、当該計画

において国が設定した目標を勘案しつつ具体的な目標を設定する、また、区域内の市町村ごとの健康

状態や生活習慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取組を位置づけるよう

努めるものとする。 

 

 都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、民間

団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村

における健康増進計画の策定の支援を行う。 

 

 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づくりに関する情報を収集分

析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情に応じ市町村における市町村健康増進計

画の策定の支援を行う。 

 
 

 
 
 

【急速な高齢化と生活習慣病の増加】 

 

 

 

 

【青壮年層を対象にした保健事業】 

 

 

 

 

 

 

【青壮年層を対象とした保健事業における課題】 

 

 

 
 
 

生活習慣の改善=個人の主体的な健康づく

りへの取組が必要。 

健康増進法・労働安全衛生法・健康保険法・

高齢者の医療の確保に関する法律等にて

行われ、制度間のつながりが明確でない。 

生涯を通じて継

続した健康管理

支援が必要 

地域保健・職域

保健で抱える対

象者の健康情報

が異なり、継続

した保健指導が

困難 

✓地域全体の健康状況が把握できない 

✓退職後の保健指導が継続できない 

これら 

問題解決 

のために… 

働き盛りからの

継続した保健指

導が必要 

健康情報と 

保健情報を 

共有 

地域保健 

    

   連携 

職域保健 

地域・職域連携推進事業の開始の背景 

健康日本２１（第三次）における地域・職域に関する告示 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
効果的・効率的な保健事業の実施 

（１）地域及び職域が保有する健康に関する情報を共有・活用することにより、地域全体の健康

課題をより明確に把握することが可能となる。 

（２）保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることが

できる。 

（３）保健サービスのアプローチルートの拡大に繋がり、対象者が保健サービスにアクセスしや

すくなる。 

（４）地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能となる。 

これまで支援が不十分だった層への対応 

（１）働き方の変化やライフイベント等に柔軟に対応できる体制の構築により、生涯を通じた継

続的な健康支援を実施することが可能となる。 

（２）被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチが可能となる。 

（３）小規模事業場（自営業者等も含む）等へのアプローチが可能となり、労働者の健康保持増

進が図られる。 

 
 

２次医療圏協議会の役割 

地域・職域連携推進協議会の設置の根拠法 

○地域特性に応じた協力体制による継続的な健康管理が可能となるよう体制を構築

する。 

○具体的な取組の実施にまでつなげていくことを目的とする。 

○関係機関への情報提供と連絡調整や健康に関する情報収集、ニーズ把握等を行い、

二次医療圏特有の健康課題を特定し、地域特性を活かした健康課題の解決に必要な連

携事業の計画・実施・評価を行う。 

地域保健法第４条に基づく基本指針及び健康増進法第９条に基づく健康増進事業

実施者に対する健康診査の実施等に関する指針において、地域と職域の連携推進に

あたり、関係機関等から構成される協議会等の設置が位置づけられた。 

○都道府県及び２次医療圏単位に設置 

○地域・職域連携共同事業（連携事業）の企画・実施・評価等の中核的役割を果た

す。 

○各地方公共団体の健康増進計画（健康日本２１地方計画）の推進に寄与すること

地域・職域連携によるメリット 



 
 

 

●平成１１年～１３年 

生活習慣病予防を目的とした地域保健と職域保健の連携の在り方について検討 

●平成１７年３月 ガイドライン策定 

平成１４年～１５年に実施した地域・職域連携共同モデルの事業成果をもとに、地域保健及

び職域保健の連携を全国的に普及するため、ガイドラインを策定 

●平成１８年６月 ガイドライン改訂 

より円滑な連携事業の実施・推進を図ることを目的に検討会構成員による現地へ出向いた支

援を実施（平成１７～１８年）し、結果等を踏まえてガイドラインを改訂 

●平成１９年３月 ガイドライン改訂 

協議会の設置が全国的に進む中、医療制度改革を踏まえた新たな協議会の役割について検討

し、ガイドラインを改訂 

 

●令和元年９月 ガイドライン改訂 

地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した具体的な取り組み

の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理し、ガイドラインを改訂 

 

 

地域・職域連携推進ガイドラインについて 


